
福祉用具貸与の軽度者申請方法について

1 軽度者申請書類関係

1)[算定の可否基準](確認書類)

2)[チェックシー ト](確認書類 )

・ 。Pl

・・・・・・ 。・・・ ●OP2

3)[例外給付確認書](提出書類 )・ ・・・・・・・・・・・・・ 。・・ 。P3

【参考】トップページ>健康・福祉>国民年金・保険制度>介護保険>書式のダウンロード

のページ内「軽度者にかかる指定居宅 (介護予防)福祉用具貸与関連書式」に掲載。

2 参考資料

1)平成 29年度運営の手引き 福祉用具貸与関係・・・・・・・・ 。。P5

2)平成 29年度運営の手引き 居宅介護支援関係・ 。。・ 。・・ 。・ 。P9

【参考】介護情報サービスかながわホームページ

事業者>ラ イブラリー (書式/通知)>9.運 営状況点検書。運営の手引き

>2.運営の手引き>11.[福祉用具貸与・特定福祉用具販売I

>2.運営の手引き>1.【居宅介護支援】

3)平成 30年度介護報酬改定 (福祉用具貸与関係)

※社保審一介護給付費分科会

第 158回 (H30.1。 26)参考資料 1 抜粋・ 。・・・ 。・ 。・・・P12

3 質問時間

以  上

平成 30年 3月 13日
平塚市介護保険課介護給付担当



下記の内容を確認していただき、裏面のチェックシートを活用してください。なお、裏面のチェックシートは、判断

手順を明確にするため、参考に示したものであり、判断基準はあくまでも下記の内容となります。
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軽度者にかかる指定居宅 (介護予防)福祉用具貸与について
<算定の可否の判断基準>※ 国の算定に関する留意事項の該当箇所を一部力Π工したもの

要支援者及び要介護 】の者 (以下「軽度者」という。)の福祉用具貸与については、その状態像から

見て使用が想定しにくい「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」

「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト (つ り具の部分を除く。)」 及び「自動つF泄処

理装置」 (以下「対象外種目」という。)に対しては原則として算定できません。また、「自動排泄処理

装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」 については、柱
又度者に加え、要介護 2及び要介

護 3の者に対しては、原則として算定できません。しかし、軽度者にあつても、利用者等告示 (第 88

号において準用する)第 31号のイで定める状態像に該当するものについては、その状態像に応じて利

用が想定される対象外種国については、福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次

のとおりとなっています。

ア 原則として別表の定めるところにより、要介護認定の認定調査における基本調査の直近の結果を

活用して、その要否を判断する。

イ 車いす及び車いす付属品について「日常生活範囲における移可]力の支援が特に必要と認められる者」、

移動用リフトについて「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当す

る基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具相談員のほか軽度者の状態像に

ついて適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通 じた適切なマネジメン トにより、

指定居宅介護支援事業者または指定介護予防支援事業者が判断することとなる。なお、この判断の

見直しについては、居宅サービス計画 (介護予防サービス計画)に記載された必要な理由を見直す

頻度 (必要に応じて随時)で行 うこととする。

ウ また、アにかかわらず、次の i)か ら江)ま でのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に

基づき判断され、かつ、サービス担当者会議を通じた適切なマネジメントにより福祉用具貸与が特

に必要である旨が判断されている場合にあつては、これらについて、市町村が書面等確実な方法に

より確認することにより、その要否を判断することができる。この場合において、当該医師の医学

的所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当の介護支援専門員等が

聴取した居宅サービス計画 (介護予防サービス計画)に記載する医師の所見により確認する方法で

も差し支えない。

i)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によつて又は時間帯によつて、頻繁に利用者

等告示 (第 88号において準用する)第 31号のイ (別表)に該当する者  (例 パーキンソン病
の治療薬によるON・ OFF現 象)
五)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示 (第 88号におい

て準用する)第 3■ 号のイ (別表)に該当することが確実に見込まれる者  (例 がん末期の急速

な状態変化)

h)疾病その他の原因により、身体の重大な危 F父性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者

等告示 (第 88号において準用する)第 31号のイ (別表)に該当すると判断できる者  (例 ぜ

んそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、疎下障害による誤疎性肺炎の回避 )

【注】カッコ内の状態は、あくまでも 1)～血)の状態の者に該当する可能性のあるものを例示した

にすぎない。また、逆にカッコ内の状態以外の者であっても、 1)～ 五)の状態であると判断され

る場合もありうる。



算定の可否の判断基準 (表面)との照合 (認定調査項目の活用 )

ケアプランに福祉用具を位置づけ、サービス利用を開始

(ただし、ケアプランに福祉用具貸与が必要な理由を必ず記載すること)

基本認定調査において、別表 (確

認書裏面参照)で定める要件 【利

用者等告示 (第88号において準
用する)第 31号のイ】に該当す
る

〈軽度者にかかる指定居宅(介護予防)福祉用具貸与チェックシー
津 塚 市)/15

【要支援可日要支援 2・要介護可の方へ福祉用具貸与をする場合は、必ずこのシートでチエックして下さい】
(「 自動排泄処理装置」のみ要支援1・ 2及び要介護可～3が対象となります。)

START

算定の可否の判断基準 (ア )に該当

YES

※ 必要に応じて随時、主治医に対して意見を求め、サービス担
当者会議を開催し、また継続の必要性を検証することが必要とな
ります。

NO

YES

YES
の (イ )に

NO

※ 必要に応じて随時、主治医に対して意見を求め、サービス担
当者会議を開催 し、また継続の必要性を検証することが必要とな

ります。
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算定の可否の判断基準 (ウ )に該当
(車いす、移動用リフトで (イ )に該当するかの判断をする前に「確認
害」を提出した場合を含む)

回答

※ 必要に応じて随時、主治医に対して意見を求め、サービス担
当者会議を開催し、継続の必要性を検証することが必要となりま

「市からの回答の結果、例外給付に該当した場合」す。なお、その際に継続して賞与が必要である場合には、再度

「確認書」を提出してください。
IL

主冶医から得た情報及び福祉用具専門相談員他、軽度者の状態像

について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議を

開催し、福祉用具賞与の必要性を検討した結果、指定居宅介護

(介護予防)支援事業者が「日常生活範囲における移動の支援が
特に必要と認められる者」「生活環境において段差の解消が必要
と認められる者」として、明らかに該当する (保険給付上、全く

問題がない事例である)と 判断している。

対象種目が車いす、もしくは移動

用リフトである

ケアプランに福祉用具を位置づけ、サービス利用を開始

(ただし、ケアプランに福祉用具賞与が必要な理由を必ず記敏すること)

平塚市に「確認奉」及び「主治の

医師から得た情報を示す書類」

「サービス担当者会議の写 し」

「ケアプランの写し」等を市へ提

出する。

平塚市から提出した「確認春」に

ついて回答をもらう。

ケアプランに福祉用具を位置づけ、サービス利用を開始

(ただし、ケアプランに福祉用具賞与が必要な理由を必ず記敏すること)

0男1紙「軽度の要介護者にかかる指定居宅 (介護予防)福祉用具貸与の例外給付確認書」の提出にあたっては、
「主治医から得た情報を示す書類」等の添付が必要となります。

●
ウ
提

0ウ の方法で判断される場合は、別紙「軽度の要介護者にかかる指定居宅 (介護予防)福祉用具賞与の例外給
付確認書」等を必ず提出してください。

0イの方法で判断された場合でも、日常生活の移動支援とは、通院・買い物に出掛ける場合等であり、趣味・暗
好の場合は、日常生活の移動支援には該当しません。また、給付適正化の観点から軽度者に対する福祉用具貸
与について、給付実績等の調査上、資料を提出していただく場合があります。
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軽度者にかかる指定居宅 (介護予防)福祉用具貸与の例外給付確認書
平成  年  月  日

(提出先)

平塚市福祉部介護保険課長

※ 別紙「軽度者に対する福祉用具貸与チェンクシ~卜」で確認した結果、算定の可否の判断基準  ゥ

に該当する場合 (車いす、移動用リフトについては、イに該当する場合も含む)、 太枠内を記入し

て、提出してください。

裏面の内容を確認の上、参考にして記入してください。

この利用者について、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に該当すると考えられるので、要否の

判断を求めます。

居宅介護 (介護予防)支援事業所名称

居宅介護 (介護予防)支援事業所番号

担当ケアマネジャー名 印

被保険者番号 被保険者氏名
要介護

状態区分
福祉用具貸与種目

□ 1.対象種目が車いす、移動用リフトである。

□ 2.基本認定調査において、別表 (裏面参照)で定める要件に該当しない。

□3.利用者の身体状況確認

菰φl'I■菰)1つ

'ち

子
:該
当する膝 罐立点を車八:ヒて

:ぐ1蕊rttri
i)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によつて又は時間帯によつて、頻繁に利用者

等告示 (第 88号において準用する)第 31号のイ (裏面参照)に該当する者 □

(例 パーキンツン病の治療薬によるONoOFF現 象)
五)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示 (第 88号におい

て準用する)第 31号のイ (裏面参照)に該当するに至ることが確実に見込まれる者 □

(例 がん末期の急速な状態変化)
五)疾病その他の原因により、身体の重大な危F父性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者

等告示 (第 88号において準用する)第 31号のイ (裏面参照)に該当すると判断できる者 □

(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、疎下障害による誤疎性肺炎の回避)

□                                         .
⇒ 上記3にある i)～ ili)のいずれかに該当する所見の内容が示されているもの

□ ぢ.サービス担当者会議の写しの確認 (要添付)

□ 6.ケアプランの写し (要添付)

□ 7.当 ,メタ福祉用具が必要な理由及び世帯状況、生活環境、実際に使用する頻度を示す書類

(ケアプランに記載されている場合は必要ありません)

※利用者等告示=厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 【平成27年 4月 1日施行】
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◎注 意
軽度者 (要支援 1・ 2、 要介護 1)にかかる指定居宅 (介護予防)福祉用具貸与 (その状態像から見て使

用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位

変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用ジフト」)について、平成 19年 4月 の制度改正により、

平成 18年 4月 1日 施行の「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い」の運用の一部が見直され、従来の判断
方法では保険給付の対象外とされる事例であつても、例外的に福祉用具が必要な状態に該当すると認められ

る者については、給付の対象とすることができるとされました。また、平成 24年 4月 の制度改正により、
「自動排泄処理装置」がこれに加わりました (ただし、「自動排泄処理装置」のみ、軽度者に加え要介護 2及

び 3の利用者について適用します。)。
この例外給付については、①医師の医学的な所見に基づく判断②サービス担当者会議等を通じた適切なケ

アマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合③市町村が書面等確実な方法

により確認している。以上、 3つの過程によりその要否を判断することができます。

この運用の見直しはあくまでも例外的な措置であり、「軽度者にかかる指定居宅 (介護予防)福祉用具貸与

は原則として算定できない」旨の取扱いは、変わりありませんので御注意ください。

別表

対象外種 目 厚生労働大臣が定める者のイに該当す

る基本調査の結果

ア 車いす及び
草いす付属品

次のいずれかに該当する者

(―)日 常的に歩行が困難な者

(二)日 常生活範囲における移動の支

援が特に必要と認められる者

基本調査 1-7
「3.できない」
*該当する基本調査結果がない

イ 特殊寝台及び
特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者

(― )日 常的に起きあがりが困難な者

(二)日 常的に寝返りが困難な者

基本調査 1-4
「3.できない」
基本調査 1-3
「3_できない」

ウ 床ずれ防止用具及
び体位変換器

日常的に寝返 りが困難な者 基本調査 1-3
「3.できない」

工 認知症老人徘徊感
知機器

次のいずれにも該当する者

(―)意思の伝達、介護者への反応、記

憶・理解のいずれかに支障がある

者

(二)移動において全介助を必要とし

ない者

基本調査 3-1
「 1.~調査対象者が意思を他者に伝達で

きる」以外

又は

基本調査 3-2～ 基本調査 3-7
のいずれか「2.で きない」
又は

基本調査 3-8～ 基本調査 4-15
のいずれか「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症

の症状がある旨が記載 されている場合

も含む。

基本調査 2-2
「4.全介助」以外

オ 移動用 リフト
(つ り具の部分を除

く。)

次のいずれかに該当する者

(―)日 常的に立ち上がりが困難な者

(二)移乗が一部介助又は全介助を必

要とする者

(三)生活環境において段差の解消が

必要と認められる者

基本調査 1-8
「3.できない」
基本調査 2-1
「3.一部介助」又は「4.全介助」
*該当する基本調査結果がない

力 自動りF泄処理装置
(尿のみを自動的に

吸引する機能のもの

を除く)

次のいずれにも該当する者

(― )排便が全介助を必要とする者

(二)移乗が全介助を必要とする者

基本調査 2-6
「4.全 介助」
基本調査 2-1
「4.全 介助」
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クワ

のたゎのだ 産萎の子デ/き
福祉用具貸与/
介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売/
特定介護予防福祉用具販売

神奈川県 高齢福祉課

介護保険制度は、更新や新しい解釈が出ることが大変多い制度です。この手引きは作成時点で 11
まとめていますが、今後変更も予想されますので、常に最新情報を入手するようにしてください。 11

⑥
⑤
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Ⅵ 介護報酬請求上の注意点について

(1)要 介護 1の者等に係る福祉用具賞与費
日厘詢Jtt  G≧ 至こ36う宮2-9 (2))
眈護調]棘剤用具聾朝 鮮成18年若詣鬱的317∞1号・晃勧談第 0317∞1号・蛯隻安第03171Xll号を二11の② )

① 算定の可否の判断基準
要支援、要介護 1の利用者に対する「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ず

れ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト」及び「自動排泄処理装置」 (以

下「対象外種目」という。)の貸与に関しては、原則として算定できません。また、「自動排泄処理装置

(尿のみを自動的に吸引するものを除く)」 は要介護 1の利用者に加え、要介護 2・ 3の利用者に対して

も、原則として算定できません。

しかしながら、

第 3可 号のイで定める状態像に該当する者 (※ )については、軽度者 (要支援、要介護 1の利用者 (自 動排

泄処理装置については、要支援、要介護 1・ 2・ 3の利用者)を指します。)で あつても、その状態像に応

じて利用が想定される対象外種目について指定福祉用具賞与費の算定が可能であり、その判断については、

次のとおりとされています。

<算定可否の判断基準>
(※)厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 (平成 27年厚生労働省告示第 94号 )の第 31号
のイで定める状態像に該当する者とその判断基準についての詳細はP30を 参照

ア

原則として「要介護認定等基準時間の推計の方法」 (平成十一年厚生省告示第九十一号)別表第
一の調査票のうち基本調査の直近の結果 (以下単に「基本調査の結果」という。)を用い、その

要否を判断するものとする。

イ

ただ し、アの (2)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオの
(三 )「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結

果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について

適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通 じた適切なケアマネジメントにより

指定居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者が判断することとなる。なお、この判断の見直 し

については、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度 (必要に応 じて随時)で行

うこととする。

ウ

また、アにかかわらず、次の 1)か ら ili)ま でのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に

基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通 じた適切なケアマネジメン トにより福祉用具

賞与が特に必要である旨が判断されている場合にあつては、これ らについて、市町村が書面等確

実な方法により確認することにより、その要否を判断することができる。この場合において、当

該医師の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当の介

護支援専門員が聴取 した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支

えない。

i)
疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によつて又は時間帯によつて、頻繁に第 94号

告示第 31号のイに該当する者 (例 パーキンソン病の治療薬によるON・ OFF現象)

ii)
疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第 94号告示第 31号のイに該当

することが確実に見込まれる者 (例 がん末期の急速な状態悪化)

ili)

疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第 94

号告示第 31号のイに該当すると判断できるもの (例 ぜんそくの発作等による呼吸不全、心疾患
による心不全、燕下障害による誤疎性R市炎の回避)

※注 括弧内の状態は、あくまでも i)～ iii)の状態の者に該当する可能性のあるものを例示したにすぎない。ま

た、逆に括:瓜内の状態以外の者であつても、 1)～ iii)の状態であると判断される場合もありうる。

28
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② 基本調査結果による判断の方法
基本調査の結果の確認については、次に定める方法によることとされています。なお、当該確認に用いた文書

等については、サービス記録と併せて保存しなければなりません。

【指導事例】

軽度者に対する対象外種目などの貸与について、賞与可能であるか、認定調査票等で確認せずに賞与してい

た。

軽度者に対する対象外種目などの賞与について、認定調査票についての必要な部分の写しを入手していなか

った。

【軽度者に対する福祉用具貸与費の算定可否の確認フローチヤート】 [参考資料 3]

いいラと
居宅サービス計画に沿つた福祉用具賞与計

画の作成 (P16、 17)等を参考にサー
ビス提供を行つてください。

・併

「

>

「

> 確認に用いた文書の保存

P29(1)② 基本調査結果による判
断方法をご確認ください。

確認に用いた文書の保存

P28(1)①ウをご確認ください。

は い

いいえ

はい

→

はし
」

いいえ

<基本調査結果の確認方法>

ア
当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該軽度者の「要介護認定等基準時間の推計の方

法」別表第一の認定調査票について必要な部分 (実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認が

できる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分)の写し (=調査票の写

し)の内容が確認できる文書を入手することによること。

イ
当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあつては、当該軽度者の調査票の写しを本

人に情報開示させ、それを入手すること。

利用者は軽度者である

賞与する用具は対象外種日で

ある

P30記載の表「軽度者に対する対象外種
目の賞与判断基準」を参照 :

認定調査票の結果等から対象外種目の位置

づけができる

対象外種日は介護保険での給付

対象とはなりません。

P28(1)① ウを参照 :

医師の医学的な所見に基づき i)～ iii)の状
態像であり、サービス担当者会議、市町村長

の確認を得て例外給付とする必要がある利用

者である
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軽度者に対する対象外種目の貸与判断基準 [参考資料 4]

※ 軽度者とは、要支援、要介護 1の利用者です。自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能の
ものを除く。)については要支援、要介護 1・ 2・ 3の利用者が対象です。

※ 軽度者に対象外種目を貸与できるかの判断は、基本的に認定調査票の基本調査部分で行います。
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―
に
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ア
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1露舛
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121
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着梶笏淳多翻窪轟寒者のたわ の子デ/き
L

居宅介護支援

,神奈川県 高齢福祉課

介護保険制度は、更新や新しい解釈が出ることが大変多い制度です。この手引きは作成時点でまとめています

が、今後変更も予想されますので、常に最新情螂階入手するよう1こしてください。
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3 ケアプラン作成に当たっての留意点

(1) 福祉用具貸与、特定福祉用具販売を位置付ける場合   【狗7釈通知第23(7)卜】
・福祉用具貸与及び福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その必要性を十分検

討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の過程を記録する必要が

あります。

サービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画(第2表の「生活全般の解決すべきR果題」、「サービス内容」等)には

しなければなりません。

居宅サービス計画作成後にも、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、利用者が継続して福祉用具貸与を

受ける必要性について専門的意見を聴取するとともに検証したうえで、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場

合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければなりません。

[要介護1の利用者に福祉用具貸与等を位置付ける場合]
1原則
福祉用具貸与において、次の品目に関し、要介護1の利用者に対しては、原則対象外です。(H12厚告第 19号別

表 H注つ

①車いす ②車いす付属品 ③特殊寝台 ④特殊寝台付属品 ⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器 ⑦認知症老人徘徊感知機器 ③移動用リフト (つり具の部分を除く)
③自動排泄処理装置(※ )

(※) 自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)に関しては、要介護1,2,3の
利用者に対しても、原則対象外です。(H12厚告第 19号別表11解 )

2 例外
ただし、

とができます。

「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年厚生労働省告示第94号 )第 31号のイ

対象外種目 厚生労働大臣が定める者 厚生労働大臣が定める者に該当

する基本調査の結果

ア 車いす及び

車いす付属品

(1)日 常的に歩行が困難な者

(2)日 常生活範囲において移動の支援が特に必

要と認められる者

基本調査 1-7「 3.できない」
― (※ 1)

イ 特殊寝台及び

特殊寝台付属品

(1)日 常的に起きあがりが困難な者

(2)日 常的に寝返りが困難な者

基本調査 1-4「 3

基本調査 1-3「 3

できない」

できない」

ウ 床ずれ防止用具

及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者 基本調査 1-3「 3.できない」

工 認知症老人徘徊

感知機器

次のいずれにも該当するもの

(1)意 見の伝達、介護者への反応、記憶又は理解

のいずれかに支障がある者

(2)移動において全介助を必要としない者

基本 R周査 3-1

「1,日周査対象者が意 見を他者

に伝達できる」以外

又は

基本調査 3-2～3-7のいずれ
か「2.できない」

又 は

基本調査 3-8～4-15のいずれ
か「1.ない」以外

その他、主治医意見書におい

て、認知症の症状がある旨が記

載されている場合も含む。

基本 R周査 2-2「 4.全介助」以外

21
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オ 移動用リフト

(つり具の部分を除く)

(1)日 常的に立ち上がりが困難な者

(2)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

る者

基本調査 1-8「 3 できない」
基本調査 21「 3.一部介助」又
は「4.全介助」― (※ 2)

○自動排泄処理装置について

自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)に関しては、要介護1,2,3の利用者に対し

ては、原則対象外です。(H12厚告第 19号別表 H注つ
ただし、

イで定め蝕 態の者の場合は、「例外的に対象とする」ことができます。

3例 外の判断の手続き1 [老企 36第二 9(2月
(1) 当該利用者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成 12′手

「

早生省告示第91号)別表第1の調査票のう

し、それに基

づき、用具貸与の要否を判断します。

O当 該利用者に、担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあつては、当該利用者の調査票の写し
を本人に情報開示させ、それを入手しなければなりません。

○ 当該利用者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業者へ提示することに同意を得たうえで、市町村より

しなけれ

ばなりません。

(2)

ついて、

⇒ 該当する基本情報がないため、

支援事業者が判断します。

4 例外の判断の手続き2[老企 86第二 9(21]
上記1で確認した状態に関わらず、次の方法 (①～③の全ての要件を満たす)により判断できます。

①

か、医師の診断書又は医師から所見を聴取する
i)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によつて又は時間帯によつて、 頻繁に利用者等
告示第31号のイに該当する者 (例 パーキンソン病の治療薬によるON・ OFF現象)
五)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号のイに該当
するに至ることが確実に見込まれる者 (例 がん末期の急速な状態悪化)
述)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用
者等告示第31号のイに該当すると判断できる者 (例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による,い

不全、疎下障害による誤疎1生』市炎の回避)

(注)括弧内の状態は、あくまでも i)～ ili)の状態の者に該当する可能性のあるものを例示したにすぎ
ないものとされています。また、逆に括弧内の状態以外の者であつても、i)～ iti)の状態であると判

断される場合もありえます。

②

③ さらに、市町村が書面等確実な方法により確認する。

O なお、この場合においても、介護支援専門員は、指定福祉用具貸与事業者より、当該軽度者に係る医師の所
見及び医師の名前について確認があったときには、利用者の同意を得て、適切にその内容について情報提供し

なければなりません。

力 自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引す

る機能のものを除く)

次のいずれにも該当するもの

(1)排便が全介助を必要とするもの

(2)移 乗が全介助を必要とするもの

基本調査 2-6「 4.全介助」
基本 ll周 査 2-1「 4.全介助」
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平成30年度介護報酬改定における
各サービス毎の改定事項について

本資料は改定事項の概要をお示しするものであり、算定要件等は主なものを掲載しています。
詳細については、関連の告示等を御確認ください。
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16日 福祉用具貸与

13/15

153

①賞与価格の上限設定等

154



16.福祉用具賞与 改定事項の棚要

福祉用具賞与の見直し

14/15

155

①賞与価格の上限設定等

O 福祉用具貸与について、平成30年 10月 から全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行う。
・ 上限設定は商品ごとに行うものとし、「全国平均貸与価格+1標準偏差 (lSD)」 を上限とする。
・ 平成31年度以降、新商品についても、 3ヶ 月に 1度の頻度で同様の取扱いとする。
・ 公表された全国平均貸与価格や設定された貸与価格の上限については、平成31年度以降も、概ね 1年に

1度の頻度で見直しを行う。
・ 全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行うに当たつては、月平均100件以上の貸与件数がある

商品について適用する。

なお、上記については、施行後の実態も踏まえつつ、実施していくこととする。

O 利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、運営基準を改正し、福祉用具専門相談員に対して、以下の事項
を義務づける。

・ 貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明すること。
・ 機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること。
・ 利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付すること。

徹底的な見える化等を通じて貸与価格のばらつきを抑制し、適正価格での賞与を確保する。

平成30年 10

O福 祉用具は、対象者の身体状況等に
応じて交換ができるように原則貸与

O福 祉用具賞与は、市場価格で保険給
付されており、同一商品 (例 :メーカーA
の車いすa)でも、貸与事業者ごとに価
格差がある。

Oこ れは、貸与事業者ごとに、仕入価
格や搬出入・保守点検等に要する経費
に相違があるためである。

*福 |十日阜…車いす、つえ、特殊寝台など

7′ 000円
与l面オ各品 a

輛

6′ 500円6′ 000円

出荷

出荷

貸与契約  利用者

福祉用具サービス
の説明

O利 用者は、賞与に要する
費用の1割 (2割 )を負担

O残 りの9割分(8割分)は、
介護報酬として賞与事業
者に支払われる。

● 曾与事業者 (福祉用具専門相談員)は、福祉用具を賞与する際、当該福祉用具の全国平均貸与価格と、その

官与事業者の貧与価格の両方を利用者に説明。また、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示∩(複数商

品の提示は30年4月 施行 )

● 適切な貸与価格を確保するため、貸与価格に上限を設定
15

● 品ののの



福祉用具の賞与価格の上限設定の考え方
15/15

○ 福祉用具の貸与価格の上限設定については、商品ごとに行う。

O具 体的には、当該商品の「全国平均貸与価格+1標準偏差 (lSD)」 とする。
※ 標準偏差とは、データの散らばりの大きさを表す指標であり、「全国平均賞与価格+1標準偏差 (lsD)」
は上位約160/oに相当(正規分布の場合)。

〔 〕
全国平均貸

与価格

福祉用具
賞与事業者

平均価格
+lSD

ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
く

ヽ
１
１
‥
ノ

福祉用具賞与の見直しについて (取組のイメージ)

【全国平均貸与価格+1標準偏差 (lSD)】
※ 上位約160ノ6に相当(正規分布の場合)
※ 離島などの住民が利用する場合などは、交通費に相当ずる額を別途加算
※ 上限を超えた価格で賞与しようとする場合は、保険給付の対象外の取扱い 157

保険者

国保中央会
国保連合会 福祉用具

専門相談員 ケアマネジャー

◆汀

価格情報の確乳...

福祉用具賞与計画書の交付

>福 祉用具賞与サービスの提供

●福祉用具賞与
計画書の交付
【見直し事項④】

●介護給付費データに基づき

貸与価格情報の提供
【見直し事項①】 ●全国平均貸与価格と賞与事業者の

賞与価格の両方を利用者に説明
●機能や価格帯の異なる複数の商品
を提示

【見直し事項③】

●商品ごとに
全国平均賞与価格・

貸与価格の上限を
公表
【見直し事項②】

国(厚労省) 利用者

ケアプランの交付
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